
　

日
本
に
住
所
が
あ
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
方
は
、国
民
年
金（
厚
生
年
金
・
共
済
年

金
を
含
む
）に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。加
入
種
別
は
左
表
の
３
つ
に
分
か
れ
て

お
り
、就
職
や
退
職
、結
婚
な
ど
に
よ
り
、年

金
の
種
類
や
保
険
料
の
納
め
方
が
変
わ
る

た
め
、そ
の
都
度
、届
け
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

こ
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、将
来
受
け
取

れ
る
年
金
が
減
っ
た
り
、受
け
取
れ
な
く

な
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、ご

注
意
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
に
は
　
　
　
　
　

　
　
　
　  

届
け
出
が
必
要
で
す

 

20
歳
に
な
っ
た
と
き

　

学
生
、自
営
業
、ア
ル
バ
イ
ト
の
方
な
ど

厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
な

い
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
年
金
事
務
所
か
ら
届
い
た
書
類

▼�

学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書（
免

除
申
請
す
る
場
合
）

 

離
職
・
退
職
し
た
と
き

　

会
社
や
役
所
を
離
職
・
退
職
し
た
20
歳
か

ら
60
歳
未
満
の
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
）

▼�

離
職
、退
職
日
が
分
か
る
書
類（
離
職
票

や
退
職
辞
令
な
ど
）

 

配
偶
者
の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

　

扶
養
者
本
人
の
収
入
増
や
配
偶
者
と
の

離
婚
、ま
た
は
配
偶
者
の
退
職
・
死
亡
に
よ

り
、厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
配
偶

者
に
扶
養
さ
れ
な
く
な
っ
た
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
）

▼�

扶
養
さ
れ
な
く
な
っ
た
日
が
分
か
る
書

類

 

任
意
加
入
し
た
い
と
き（
60
歳
以
降
）

　

資
格
期
間
を
満
た
し
た
い
方
や
年
金
額

を
増
や
し
た
い
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
）

▼
預
金
通
帳
と
届
出
印

【
届
出
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
生
活
課

＊�

20
歳
以
上
の
方
が
就
職
し
た
と
き
、結
婚

や
退
職
で
配
偶
者
の
扶
養
に
入
っ
た
と

き
、配
偶
者
が
会
社
を
変
わ
っ
た
と
き
は
、

就
職
先
ま
た
は
配
偶
者
の
勤
務
先
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
　

　
　
　
　
　
困
難
な
と
き
に
は

　

申
請
に
よ
り
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る｢

国
民
年

金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度｣

が
あ
り

ま
す
の
で
、ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
　
　
　
　

　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま

２
年
を
超
え
る
と
、こ
れ
ま
で
は
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、平
成
27
年
９
月
ま
で
の
期
間
に

限
り
、過
去
10
年
以
内
の
納
め
忘
れ
た
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る｢

後
納
制
度｣

が
ご
利
用
で
き
ま
す
。（
す
で
に
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、ご
利
用
で

き
ま
せ
ん
。）

　

後
納
制
度
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る

た
め
に
は
、事
前
に
年
金
事
務
所
へ
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
後
納
制
度
の
利
点
】＝

▼�

将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
増
額
で
き
ま

す
。

▼�

年
金
の
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ

ヤ
ル０

５
７
０（
０
１
１
）０
５
０

　

未
設
置
の
方
へ

　

転
入
・
新
築
な
ど
で
、戸
別
受
信
機
が
未
設

置
の
場
合
は
、防
災
安
全
課
ま
で
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

　

設
置
に
要
す
る
経
費
は
市
で
負
担
し
ま
す
。

　

設
置
済
み
の
方
へ

　

設
置
済
み
の
場
合
で
、放
送
が
途
切
れ
る
、

雑
音
が
入
り
聴
き
づ
ら
い
な
ど
の
不
具
合
が

あ
る
場
合
は
、お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、受
信
機
を
設
置
し
て
あ
る
住
宅
を

解
体
さ
れ
る
場
合
に
は
、必
ず
事
前
に
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

受
信
機
は
市
の
備
品
で
す
の
で
、大
切
に

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

戸
別
受
信
機
の
機
能

①
市
か
ら
の
防
災
行
政
放
送
が
聞
け
ま
す
。

②�

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
か
ら
の
放
送

が
聞
け
ま
す
。

③��

自
治
会
長
か
ら
自
治
会
員
に
対
す
る
放
送

が
聞
け
ま
す
。

④�

直
近
の
行
政
お
よ
び
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

協
議
会
放
送
と
自
治
会
放
送
を
、そ
れ
ぞ
れ

３
件
分
録
音
・
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

（
録
音
の
古
い
も
の
か
ら
再
生
し
ま
す
。）

⑤
時
報
の
み
音
量
調
節
が
で
き
ま
す
。

　

乾
電
池
の
交
換
を
お
願
い
し
ま
す

　

受
信
機
は
、停
電
時
の
非
常
用
電
源
と
し

て
乾
電
池
を
装
備
し
て
い
ま
す
が
、消
耗
し

た
場
合
、放
送
終
了
後
に｢

電
池
を
交
換
し
て

く
だ
さ
い｣

と
音
声
が
流
れ
ま
す
の
で
、乾
電

池（
単
三
４
個
）の
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
各
自
ご
負
担
く
だ
さ
い
。）

　

な
お
、通
常
使
用
で
あ
っ
て
も
約
１
年
～

１
年
半
程
度
で
消
耗
し
ま
す
の
で
、定
期
的

な
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

特
に
ブ
レ
ー
カ
ー
を
落
と
し
た
り
、コ
ン

セ
ン
ト
か
ら
プ
ラ
グ
を
抜
く
と
、２
日
間
ほ

ど
で
消
耗
し
ま
す
。

前
面
パ
ネ
ル
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

①
電
源
ス
イ
ッ
チ

　

押
す
ご
と
に
電
源
を
入
・
切
し
ま
す
。

②
電
源
ラ
ン
プ

　

●（
緑
）電
源
が
電
源
ア
ダ
プ
タ
か
ら
供
給

　

●（
赤
）電
池
で
作
動
し
て
い
る
状
態

　

●（
消
灯
）電
源
が
入
っ
て
い
な
い
状
態

③
受
信
ラ
ン
プ

　

●（
緑
）良
好
な
状
態
で
受
信
中

　

●（
橙
）弱
い
電
波
で
受
信
中

　

●（
赤
）受
信
状
態
が
悪
い

　

●（
消
灯
）待
機
状
態

④
統
制
ラ
ン
プ

　

統
制
放
送
の
受
信
中
に
点
灯

＊�

統
制
放
送
は
、１
人
で
も
多
く
の
方
々
に

対
し
て
確
実
に
情
報
伝
達
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
放
送
で
す
。

⑤
音
量
つ
ま
み

　

ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
量
調
節（
音
量
を
最
小

に
し
て
も
無
音
に
は
な
り
ま
せ
ん
。）

⑥
時
報
音
量
選
択
機
能

　

ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
時
報
の
音
量
を
選
べ

ま
す
。

【
表
示
ラ
ン
プ
】

●（
消
灯
）音
量
つ
ま
み
に
よ
る
音
量
と
同
じ

●（
緑
）固
定
音
量（
最
小
音
量
）

●（
橙
）固
定
音
量（
緑
よ
り
少
し
大
き
い
）

⑦
自
治
会
放
送
録
音
・
再
生
機
能

⑧
行
政
放
送
録
音
・
再
生
機
能

＊�

⑦
⑧
と
も
３
回
分
の
放
送
を
録
音･

再
生

で
き
る
機
能（
新
た
な
放
送
を
録
音
す
る

と
、一
番
古
い
録
音
が
削
除
さ
れ
ま
す
。）

【
再
生
ラ
ン
プ
】

●（
消
灯
）録
音
な
し

●（
緑
点
灯
）録
音
あ
り

●（
緑
点
滅
）再
生
放
送
中

＊�

複
数
の
録
音
を
再
生
す
る
場
合
、再
生
中

に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
次
放
送
へ
飛
ば
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

被保険者の
種類 対象者 届出先

第１号
被保険者

・20歳以上の学生
・�農林漁業・商業などの自営業者
やその家族（第２号・第３号被
保険者に当てはまらない方）

市役所

第２号
被保険者 会社員、公務員など 勤務先

第３号
被保険者

会社員などに扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者

配偶者の
勤務先

国
民
年
金
の
届
け
出
は
お
済
み
で
す
か

【
問
合
先
】＝�

本
庁
保
険
年
金
課
国
民
年
金
グ
ル
ー
プ
（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
８
２
１
）

　
　
　
　
　

川
内
年
金
事
務
所　

（
22
）５
２
７
６

＊
一
般
的
な
年
金
相
談
＝
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
の

　
　
　
　
　
取
り
扱
い
に
つ
い
て

防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
の

　
　
　
　
　
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
台
風
や
大
雨
時
な
ど
に
各
世
帯
へ
確
実
に
防
災
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
、
全
世
帯

へ
の
戸
別
受
信
機
設
置
を
完
了
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
内
事
業
所
へ
の
設
置
も
行
っ
て
い
ま
す
。（
平
成
25
年
度
内
完
了
予
定
）

　

今
回
は
、
戸
別
受
信
機
の
取
扱
方
法
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
防
災
安
全
課
防
災
グ
ル
ー
プ　

（
23
）�

５
１
１
１（
内
線
４
９
２
２
）

①�

②�

③�

④�

⑥�

⑤�

⑦�

⑧
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